
 

サプライチェーン・ リスクへの対応に係る追加基本条項 

 

１ 乙は、契約物品（役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を 

含む。以下同じ。）又は官給品等（ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以 

下同じ。）について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他 

の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」とい 

う。）が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機 

器等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる 

変更を行ってはならない。 

２   乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知 

り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われな 

いように相応の注意をもって管理しなければならない。 

３   乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損 

する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある 

者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその存在を認知し、かつ、障害 

等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍 

的に受け入れられているものを除く。）を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合 

には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任 

意の方法により確認又は判定するものとする。 

４   甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等 

の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、 乙 

による前３項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、 相応の期間をも 

ってこれに回答するものとする。 

５   第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定める 

ところにより、サプライチェーン・リスク（契約物品又は官給品等の取扱いに係る 

サプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又 

は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。）に確実に対応しなけ 

ればならない。 

６   製造請負契約条項については、第５条（下請負）及び第８条（図面等の承認）の 

規定は、前５項についても適用する。 

７   役務請負契約条項については、第５条（下請負）及び第８条（図面等の承認）の 

規定は、前５項についても適用する。 

８   物品売買契約条項については、第７条（図面等の承認）の規定は、前５項につい 

ても適用する。 

９   輸入品売買契約条項については、第８条（図面等の承認）の規定は、前５項につ 

いても適用する。 


